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重要事項説明書（三重保育園） 

 

長崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準（平成 26年 9月

第３９号）第５条第１項の規定に基づき、次のとおり説明します。 

 

１ 施設の概要 

（１） 設置者 

名称 社会福祉法人むつみ福祉会 

住所 長崎市三重町１２７番地 

電話番号 電話 095-850-1060 

FAX 095-801-5375 

代表者 理事長 長殿千晶 

 

 （２）施設 

名称 三重保育園 

住所 長崎市三重町１２７番地 

電話番号 電話 095-850-1060 

FAX 095-801-5375 

施設長 園長 長殿章弘 

対象児童 子ども・子育て支援法の定めるところにより２号・３号認

定を受けた児童 

利用定員 ２号認定  ３３  人 

３号認定 ０歳児 ９ 人、１・２歳児 １８ 人 

開設年月日 昭和４２年 ３月 １日 

敷地 
敷地全体 1686.50㎡ 

園庭 1063.50㎡ 

園舎 

構造 鉄筋コンクリート造 

延べ面積 695.23㎡ 

保育室等 乳児室  ０歳児  49.67  ㎡ 

ほふく室 １歳児  84.70  ㎡ 

保育室  ２歳児       ㎡ 

３歳児  226.70 ㎡ 

４歳児       ㎡ 

５歳児       ㎡ 

その他 医務室、便所、調理室、調乳室、事務室 

沐浴室、子育て支援室、休憩室、倉庫 

 

２ 目的及び運営方針 

  「長崎市児童福祉施設の設備及び運営基準に関する基準を定める条例（平成２４年１２

月２０日長崎市条例第４４号）」、その他関係法令を遵守し、保育を必要とする乳児及び幼児

を受入れ、入所児童が、明るく衛生的な環境で、心身ともに健やかに社会の一員として育成

されることを目的として保育事業を行う。 
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３ 職員の配置状況 

職種 人数 常勤職員 非常勤職員 備考 

園長 1 1 0  

主任保育士 1 1 0  

副主任保育士等 2 2 0  

保育士 10 6 4 年度途中の変動があり得る 

保育補助員 ２ 0 ２ 年度途中の変動があり得る 

看護師 1 1 0  

栄養士 2 1 1  

調理員 1 1 0  

事務員 0 0 0  

バス運転手 1 0 1  

 

【勤務体制】 

職種 勤務時間帯 

園長 勤務時間帯     8：00～17：00 

主任保育士 

看護師 

栄養士 

調理員 

勤務時間帯     8：00～17：00 

副主任保育士 

保育士 

保育助手 

勤務時間帯  A  7：00～16：00 

       B  8：00～17：00 

C  9：00～18：00 

D  9：00～16：00 

E  8：00～16：00 

F  8：30～14：00 

G  7：30～13：00 

Ｉ  8：30～17：30 

事務員 勤務時間帯     9：30～17：30 

バス運転手 勤務時間帯 8：00～11：30、13：30～17：00 

 

４ 開所時間等 

 （１）開所時間等 

    月曜日から土曜日 

開所時間       ７時～１９時 

保育標準時間帯    ７時～１８時    

     保育短時間帯     ８時３０分～１６時３０分    

    ※各時間帯を超えて、開所時間内のお預かりは延長保育となります。 

     開所時間を越えるお預かりはできませんので、ご了承ください。 

 （２）休業日 

①国民の祝日に関する法律に規定する休日 

②日曜日 

③年末年始  １２月２９日から１２月３１日まで 
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１月２日から１月３日まで 

 

５ 利用料金及び納付方法 

 （１）特定教育・保育に係る利用者負担（保育料・給食費）  

     三重保育園利用者負担（入園のしおり「教材費の納入について」）に基づく利用者

負担額 

     料金が発生した際に、現金にて保育園へお支払いください 

（２）延長保育料 

     １時間  ３００ 円 

     料金が発生した際に、現金にて保育園へお支払いください 

（３）その他実費に係る利用者負担等 

    （１）に掲げる保育料のほか、次に掲げる費用を実費負担していただきます。 

     ・保険（スポーツ振興） 

     ・行事に係る費用 

     随時、保育園長が指定しますので、保育所へ現金にてお支払いください。 

 

６ 利用の終了について 

  以下の場合には教育・保育の提供を終了します。 

① 利用児童が小学校に就学したとき 

② 児童の保護者が子ども・子育て支援法に定める支給要件に該当しなくなったとき 

③ その他利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき 

 

７ 嘱託医等 

  以下の医療機関と嘱託医契約を締結しています。 

 （１）内科 

医療機関名 かみむら小児科 

院長名 神村直久 

所在地 長崎市畝刈町 1613-85 

電話番号 095-860-1177 

 

 （２）歯科 

医療機関名 かわさき歯科医院 

院長名 川崎信行 

所在地 長崎市京泊 2丁目 5-18 

電話番号 095-850-1717 

 

８ 緊急時の対応 

   お預かりしている児童に病状急変等の緊急事態が発生した場合は、緊急連絡先及び保

護者から提出される緊急受診確認表に基づき、当園が指定する医療機関へ速やかに連絡

を行い受診します。 

   なお、緊急連絡先等へ連絡がつかなかった場合は、当園の指定する医療機関に受診し

ます。 
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９ 要望・苦情等に関する相談窓口 

   次のとおり、要望・苦情に係る窓口を設置しています。 

 

当園における 

相談窓口 

受付担当者 濵口倫代 

利用時間 9：00～18：00 

電話番号 095-850-1060 

FAX 095-801-5375 

第三者委員 
岩永隆之 電話番号 095-829-2120 

竹内尚史 電話番号 095-850-2409 

   ※窓口のほかに、園内に要望・苦情に係る「意見箱」を設置しております。 

 

１０ 非常災害時の対応 

非常時の対応 別途定める消防計画書により対応します 

防災設備 

・自動火災報知機  有  ・屋外避難階段  有 

・ガス漏れ報知器  有  ・防災カーテン  有 

・非常警報装置   有  ・誘導灯     有 

避難・消火訓練 毎月１回 

不審者訓練 年１回以上 

 

１１ 利用者に対しての保険等 

保険の種類 日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」 

保険の内容 施設の管理下での災害に対する給付 

保険金額 年間保険料 350円のうち保護者負担 315円（年額） 

 

１２ その他の留意事項 

    ◎当園は、仏教保育園です。（浄土真宗本願寺派「まことの保育」実践園） 

    ◎当園は、当規程や職員の指示に従わないために発生した盗難、紛失については、

その責任を負わないものとします。 

    ◎当園内やそれに準じる場所においての私的な物品販売や勧誘等の行為は、固く禁

止するものとします。 

    ◎送迎時における自家用の車輌については、所定の駐車スペースに駐車してくださ

い。なお、駐車スペースの利用にあたっては、安全には十分留意してください。 

    ◎登降園管理や連絡ツールとして保育管理システム「コドモン」を導入しています。

お手元にスマホやタブレット端末をご準備ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


